
議案第 49号  

 

 

   西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい  

   て  

 

 

 西脇市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和２年６月８日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場

合の介護保険の第１号被保険者に係る保険料の減免を行うため。  

 

    



 
 

 
西

脇
市

介
護

保
険

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
西

脇
市

介
護

保
険

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
0
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
附
 
則
 

１
～
10
 
（
略
）
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け

る
保
険
料
の
減
免
）
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第
９
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対

し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
及
び
令
和
２
年
度
の
保
険
料
（
令
和
２

年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
（
特
別
徴
収
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、

令
和
２
年
１
月
以
前
分
の
保
険
料
を
除
く
。
）
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
⑴
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）
附
則
第
１
条

 
 
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
次
号
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ

 
 
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維

持
す
る
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
第
１
号
被
保
険
者
 

 
⑵
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し

て
維
持
す
る
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
事
業
収
入
等
」
と
い
う
。
）
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
第
１
号
被
保
険
者
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
 

 
 
ア
 
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る

 
 
 
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等

 
 
 
の
額
の
10
分
の
３
以
上
 

 
 
イ
 
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得
の
合

 
 
 
計
額
が
 4
00
万
円
以
下
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前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め

る
期
限
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
 
第
１
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
氏
名
及

 
び
住
所
 

⑵
 
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保
険
料
の
徴

収
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月
 

⑶
 
減
額
又
は
免
除
を
必
要
と
す
る
理
由
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附
則
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消

 
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

附
 
則
 

１
～
10
 
（
略
）
 

  （
新
設
）
 

                 （
新
設
）
 

       （
新
設
）
 



  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
し

、
改

正
後

の
西

脇
市

介
護

保
険

条
例

附
則

第
1
1
項

か
ら

第
1
3
項

ま
で

の
規

定
は

、
令

和
２

年
２

月
１

日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 


